第１号様式（第８条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）
浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付申請書

　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金の交付を受けたいため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。

　　　　記
１　オフィス概要
	名称
	

	所在地
	

	補助対象オフィス
での事業内容
	



２　申請区分
	オフィス区分
	　一般オフィス 　・ 　大型オフィス

	申請区分
	　新規　 ・　 継続



３　申請経費概算（今年度分）
	補助対象経費
	賃借料（税抜の月額）×　　か月
	　　　　　　円

	
	通信回線使用料（税抜の月額）×　　か月（注１）
	円

	
	新規雇用従業者数　　　人×５０万円（注１）
	円

	
	計
	円

	補助申請額
	賃借料×1/2又は上限額（10万円・100万円）×　　か月
	円

	
	通信回線使用料×1/2又は上限額（50万円）×　　か月
	円

	
	新規雇用従業者数　　　人×５０万円
	円

	
	計
	円


（注１）通信回線使用料及び新規雇用従業者に対する補助は、大型オフィスのみが対象です。
· 新規雇用従業員は、事業開始日を含む１年以内に新たに雇用し、雇用した日から１年以上経過した正社員が対象です。







４　市税の納付又は納入の状況の確認についての同意（同意する場合は下記に☑を記入）
　□　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱　第６条の規定により、市において、申請者の市税の納付又は納入状況について確認することに同意します。
　　　　　　　　　　　　
５　暴力団排除に関する誓約（誓約及び承諾する場合は下記に☑を記入）
□　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項について誓約し、承諾します。
（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。
・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」という。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。）
・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）
・暴力団員等と密接な関係を有する者
・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体
（２）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを承諾します。


【添付書類】　
（１） 企業概要書（第２号様式）及び定款
（２） 施設概要書（第３号様式）及び賃貸借契約書の写し
（３） 通信回線・新規雇用従業者内訳書（第５号様式）（大型オフィスのみ）
（４） 法人登記事項証明書
（５） 直近３期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）
（６） 浜松市で市税の納入義務が生じていない場合は直近３年分の納税証明書
（７） 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し
（８） オフィスの位置図、平面図及びレイアウト図
（９） オフィスの開設日を証する書類
（10１０） 従業員名簿（第４号様式）
※ 継続申請の場合は、賃貸借契約書の写し（変更がある場合のみ）及び通信回線・新規雇用従業者内訳書（大型オフィスのみ）を添付してください。
 










第２号様式（第８条関係）

企業概要書

	企業名
	

	本社所在地
	

	代表者職・氏名
	

	設立年月日
	　　　　　　　年　　　月　　　日

	資本金額
	　　　　　　円
	従業員数
	人

	業種・業務内容
	

	企業組織図
（別紙可）
	

	事業所概要
	
	所在地
	従業員数（人）
	業務内容

	
	本社
	
	
	

	
	支店・工場等
	
	
	

	
	支店・工場等
	
	
	

	
	支店・工場等
	
	
	

	
	支店・工場等
	
	
	

	最近の業績
	
	期　間
	売上高
	経常利益
	純利益

	
	第　　期
	　　／
　　～
　　／
	千円
	千円
	千円

	
	第　　期
	　／
　～
　　／
	
	
	

	
	第　　期
	　／
　～
　　／
	
	
	

	主要取引先
	




第３号様式（第８条関係）

施設概要書

	事　項
	内　容

	オフィス開設日
	　オフィス開設日　　　　　年　　月　　日
　賃貸借契約日　　　　　年　　月　　日
（契約の相手方　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	オフィス延床面積
	　　　　　　　　　　　　　　　㎡（共有部分を除く）

	オフィスのある階数
	地上　　階・地下　　階建て施設のうち　　階

	当該オフィスの
常時雇用者数
	　　　　　　　　　　　　　　　 人
うち正社員　　　　　　　人
うち市内居住者　　　　　　　人

	概算経費
	建物賃借料　　　　　　　　　　　円／月（税抜き金額）


　
※以下の資料を添付してください。
(1) オフィスの位置図、平面図及びレイアウト図
(2) オフィスの開設日を証する書類
　　(3) 従業員名簿（第４号様式）。ただし、従業員数が確認できる書類が別にある場合は、
それに代えてもよい。
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第４号様式（第８条関係）
従業員名簿
	№
	氏　名
	性別
	生年月日
	住所（区名まで）
	雇入年月日
	被保険者区分
	備　考

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第５号様式（第８条、第２５条関係）

通信回線・新規雇用従業者内訳書

１　専用通信回線内訳（通信回線使用料にかかる補助を受けようとする場合）
	回線番号
	契約の名称
	契約年月日
	契約期間

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



２　新規雇用計画（新規雇用のための経費にかかる補助を受けようとする場合）
	雇用予定年月
	従業員数
	うち常時雇用者

	　　　　年　　月
	　　　　　　　　　　　人
	　　　　　　　　　　　人

	　　　　年　　月
	　　　　　　　　　　　人
	　　　　　　　　　　　人

	　　　　年　　月
	　　　　　　　　　　　人
	　　　　　　　　　　　人



３　新規雇用従業員内訳（新規雇用のための経費にかかる補助を受けようとする場合）
	№
	氏　名
	性別
	
	住所（区名まで）
	被保険者区分
	雇入年月日
	備考

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第６号様式（第９条関係）
浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付で交付申請のあった補助金について、浜松市都心オフィス進出支援　事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第９条第１項の規定に基づき、下記の補助金額を交付することに決定したので通知します。

記
　　　　交付決定額
	　　
	十億
	億
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



なお、要綱第９条第２項及び浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）第７条の規定により、次の条件を付すこととする。

条件１　補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。
　　２　補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。（賃料補助の場合）
　　３　補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。（賃料補助の場合）
　　４　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。（賃料補助の場合）
　　５　事業完了後速やかに実績報告書を市長に提出すること。（賃料補助の場合）
６　補助事業の事業運営・経理・財産管理の状況等を調査し、不適当と認めたときは、交付決定の取り消し若しくは変更又は補助金の返還を命ずる。
７　補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
８　補助金の交付の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第１８条の２の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。
９　補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一部停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。
　10　浜松市補助金交付規則及び要綱を遵守すること。




第７号様式（第１０条関係）

年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業変更承認申請書

年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号により交付決定を受けた浜松市都心オフィス進出支援事業について、事業内容を変更したいため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり承認申請します。

記

１　変更申請額
	変更前の申請額
	円　

	変更後の申請額
	円　



２　変更理由



３　変更内容
	対象経費
	変更前の申請額
	変更後の申請額

	建物賃借料
	円　
	円　

	通信回線使用料
	円　
	円　

	新規雇用従業員にかかった経費
	円　
	円　

	合計
	円　
	円　



【添付書類】　変更の理由を立証する書類





第８号様式（第１００条関係）
浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金変更交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付で変更承認申請のあった浜松市都心オフィス進出支援事業について、これを承認したので、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１０条第２項の規定に　基づき　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号の交付決定を下記のとおり変更したことを通知します。

記
　　　　交付決定額
	　　
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	



なお、要綱第１０９条第３２項及び浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）第６条の規定により、次の条件を付すこととする。

条件１　補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。
　　２　補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
　　３　補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
　　４　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
　　５　補助事業の事業運営・経理・財産管理の状況等を調査し、不適当と認めたときは、交付決定の取り消し若しくは変更又は補助金の返還を命ずる。
　　６　補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
７　補助金の交付の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第１８条の２の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。
８　補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一部停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。
　９　浜松市補助金交付規則及び要綱を遵守すること。



第９号様式（第１１条関係）
　　年　　月　　日

（あて先）浜松市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
事業者　名　　称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金に係る事故報告書

　補助対象事業について、事故が発生したため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付　要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　事故の発生年月日　　　　　　　　　年　　月　　日


２　事故の内容



３　事故の発生原因



４　事故の影響



５　事故に対する措置







第１０９号様式（第１２１条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金実績報告書

　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１２１条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて実績報告します。

１　補助金交付申請の内容
	申請期間（年度毎）
	　　　　　年　 　月　 　日 から　　　　　年 　　月 　　日

	補助対象経費
	賃借料（税抜の月額）×　　　か月
	　　　　　　円

	
	通信回線使用料（税抜の月額）×　　　か月（注１）
	円

	
	新規雇用従業者数　　　人×50万円（注１）
	円

	
	計
	円

	補助申請額
	賃借料×1/2又は上限額（10万円・100万円）×　　か月
	円

	
	通信回線使用料×1/2又は上限額（50万円）×　　か月
	円

	
	新規雇用従業者数　　　　人×50万円
	円

	
	計
	円


（注１）通信回線使用料及び新規雇用従業者に対する補助は、大型オフィスのみが対象です。

２　事業実施概要
	オフィスの所在地
	

	補助対象オフィスにおける事業内容
	



３　通信回線使用料内訳　
	回線番号
	契約の名称
	契約年月日
	契約期間
	支払年月日
	支払金額

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



４　雇用実績内訳
	年月
	従業員数
	うち常時雇用者

	　　　　　年　　月
	　　　　　　　　　　　人
	　　　　　　　　　　　人

	　　　　　年　　月
	　　　　　　　　　　　人
	　　　　　　　　　　　人

	　　　　　年　　月
	　　　　　　　　　　　人
	　　　　　　　　　　　人



５　新規雇用従業員内訳
	№
	氏名
	性別
	住所
	雇用区分
	入社年月日
	備考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



※以下の資料を添付してください。
(1) 補助対象経費の支払いを証する資料の写し
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 直近の決算報告書、貸借対照表及び損益計算書
(4) 従業員名簿（第４号様式）。ただし、従業員数が確認できる書類が別にある場合は、それに代えてもよい。（一般オフィスのみ）
(5) 雇用保険の事業所台帳ヘッダー２照会の写し（大型オフィスのみ）
(6) 事業所別被保険者台帳照会の写し（大型オフィスのみ）














第１１０号様式（第１３２条関係）
浜　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付確定通知書

　　　　　年　　月　　日付で実績報告のあった浜松市都心オフィス進出支援事業について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１３２条の規定に基づく審査をした結果、下記の　補助金額を交付することが確定したので、通知します。

記
　　　　交付確定額
	　　
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	
























第１２１号様式（第１４３条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　

　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付請求書

　　　　　年　　月　　日付浜　　　第　　号により交付確定した補助金について、浜松市都心　オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１４３条の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記
交付請求額
	　　
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	




下記口座へ振込みを依頼します。
	金融機関
	銀行
金庫　　　　　　　　　　　　店
農協

	　　　預金種別
	１　普通　　　２　当座　　　３（　　　　　）

	　　　口座番号
	

	　　　口座名義人
	ﾌﾘｶﾞﾅ

	
	




※以下の資料を添付してください。
　　(1) 浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付確定通知書（第１１０号様式）の写し








第１３２号様式（第１４３条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金概算払請求書

　　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号により交付決定した補助金について、概算払いを受けたいため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１４３条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
　　　　　交付決定額
	　　
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	



うち、概算払請求額
	　　
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	




下記口座へ振込みを依頼します。
	金融機関
	銀行
金庫　　　　　　　　　　　　店
農協

	　　　預金種別
	１　普通　　　２　当座　　　３（　　　　　）

	　　　口座番号
	　　　　　　　　　　　

	　　　口座名義人
	ﾌﾘｶﾞﾅ

	
	




※以下の資料を添付してください。
(1) 浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付決定通知書（第６号様式）の写し
(2) 賃貸借契約書の写し
  (3) 補助対象額の支払いを証明する書類
第１４３号様式（第１７６条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）
浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業計画認定申請書

　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１７６条の規定に基づく、事業計画の認定を受けたいため、次のとおり関係書類を添えて申請します。

記


事業内容
（１）所在地
（２）ビル名
（３）工事契約締結又は売買契約（予定）日　　　　年　　月　　日
（４）対象施設概要　延床面積　　　　　　　　　　　　　　　　㎡
　　　　　　　　　　オフィス部分床面積　　　　　　　　　　　㎡


【添付書類】
（１）法人登記事項証明書（法人の場合）
（２）土地の登記事項証明書及び公図
（３）土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し（建設の場合）
（４）建物の登記事項証明書（購入の場合）
（５）市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し
（６）浜松市で市税の納入義務が生じていない場合は、市町村税にかかる直近３年分の納税証明書又は国税納税証明書
（７）事業概要書（様式第１５４号）
（８）直近３期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）
（９）工事の工程表
（１０）現況写真
（１１）建物の平面図、立面図、求積表（規模・用途構成、面積が判断できるもの）
（１２）別表の掲げる交付要件を満たすことがわかる書類
（１３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 




第１５４号様式（第１７６条関係）

事業概要書

　
１　施設の概要
	所在地
	

	ビルの名称
	

	建築面積
	㎡
	敷地面積
	㎡

	延床面積
	㎡
	オフィス部分
の床面積
	㎡

	構造・階数
	
	用途地域
	

	建ぺい率
	％
	容積率
	％

	ＺＥＢの認証の種別
（建設の場合）
	



２　事業の概要
	請負契約または売買契約締結（予定）日
	年　　月　　日
	工事着工（予定）日
（建設の場合）
	年　　月　　日

	取得完了（予定）日
	年　　月　　日

	本社機能施設の取得に
かかる経費（予定）
	円

	常時雇用者数（予定）
	人

	上記の内うち浜松市に住民票のある者（予定）
	人

















第１６５号様式（第１８７条関係）
浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業計画認定通知書

　　　　　年　　月　　日付で認定申請のあった事業計画について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第１８７条の規定に基づき、計画の認定をしたので、下記のとおり通り通知します。

記　　　　
１　所在地

２　ビル名

３　工事契約又は売買契約締結（予定）日

４　工事着工（予定）日（建設の場合）

５　取得完了（予定）日

６　認定条件
（１）認定された事業計画に沿って、事業を円滑に遂行すること。
（２）事業計画に変更が生じた場合、又は事業の遂行が困難となった場合等においては、速やかに市長に報告してその指示に従うこと。
（３）次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。
ア　建設工事契約締結の日から起算して、５年以内に補助対象ビルの工事（以下対象工事）が完了しないとき。（建設の場合）
イ　認定事業計画について、第１６７条第１項に規定する要件を満たさないことが明らかとなったとき
ウ　対象工事期間中に市税、使用料その他公課を滞納したとき
エ　対象工事に際し、重大な法令違反等があったとき（建設の場合）
（４５）その他市長が交付対象事業として不適当であると認めたとき













第１７６号様式（第１９８条関係）

年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金認定事業計画変更承認申請書

年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号により認定を受けた事業計画について、計画内容を変更したいため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金補助金交付要綱第１９８条の規定に基づき、下記のとおり承認申請します。

記
１　所在地

２　ビル名

３　変更の内容　　変更前

　　　　　　　　　変更後

４　変更の理由

５　その他

【添付書類】
（１）変更内容を示す書類（様式任意）
（２）事業概要書（第様式１５４号様式）※内容の変更があった場合
（３）その他市長が特に必要と認める書類












第１８７号様式（第２０１９条関係）
浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金認定事業計画変更承認通知書

　　　　　年　　月　　日付で変更承認申請のあった事業計画について、これを承認したので、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２０１９条第１項の規定に　基づき　　　　年　　月　　日付浜松市指令第　　号の認定事業計画を下記のとおり変更したことを通知します。

記
１　所在地

２　ビル名

３　変更の内容　　変更前

　　　　　　　　　変更後
４　その他　　　


















第１９８号様式（第２１０条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金工事着工届

　　　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号により認定があった事業計画について、次のとおり工事着工しますので、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２１０条に基づき、下記のとおり届け出ます。

記
１　所在地

２　ビル名

３　工事着工日

４　添付書類
（１）建築基準法第６条第１項の規定に基づく建築確認済証の写し
（２）工事請負契約書の写し
















第２０１９号様式（第２２１条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業計画中止届

　　　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号により認定があった事業計画を次のとおり中止することについて、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２２１条の規定により、下記のとおり届け出ます

記

１　所在地

２　中止の理由

３　中止予定年月日



















第２１０号様式（第２３２条関係）
浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金認定事業計画取消し通知書

　　　年　　月　　日付浜松市指令第　　号の認定事業計画について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２３２条の規定に基づき、事業計画の認定を取消したので、下記のとおり通り通知します。

記
１　所在地

２　ビル名

３　取消し理由

４　その他　　　



















第２１号様式（第２４３条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金工事完了届

　　　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号により認定があった事業計画について、次のとおり本社機能施設の取得工事が完了したので、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２４３条の規定により、下記のとおり届け出ます。

記
１　所在地

２　ビル名

３　取得工事完了日

４　添付書類
建築物の完成写真























第２３２号様式（第２５４条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金予算措置依頼書

　　　　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号により認定があった事業計画について、来年度において浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金の交付申請を行いたいので、かかる補助金の予算措置をお願いしたく、浜松市都心賃貸オフィス建設促進事業費補助金交付要綱第２５４条第１項の規定により、次の通り関係書類を添えて依頼します。
　また、同要綱第２条の規定により補助金の交付については予算の範囲内であることについて了承します。
　　　　記
１　補助金額

２　申請経費概算
	ａ　本社機能施設の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税初年度における課税標準額
	　　　　　　円

	ｂ　オフィス部分の床面積
	㎡

	ｃ　本社機能ビルの延床面積
	㎡

	ｄ　補助対象経費となる固定資産税課税標準額
　ａ×ｂｃ／ｃｄ
	円

	ｅ　新規雇用従業員人数×５０万円
	円

	補助金額　ｄ×１／５+ｅ又は上限額（１０億円※1）※2
	円


※1静岡県外から対象区域内への移転の場合は、2億円を上限、東京23区から対象区域内への移転の場合は、3億円を上限とする。（
※2千円未満は切り捨て

【添付書類】
（１）事業計画認定通知書の写し
（２）本社機能施設の取得に要した経費の支払いを証する書類の写し
（３）建築基準法第７条第５項の規定に基づく検査済証の写し
（４）本社機能施設の登記事項証明書
（５）別表２に示す要件を満たしたことを示す書類
（６）本社機能施設の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税初年度における課税標準額を明らかにする書類
（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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第２４３号様式（第２６５条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書

　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金の交付を受けたいため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２６５条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１　交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　円

２　対象ビル名

３　所在地

４　市税の納付又は納入の状況の確認についての同意（同意する場合は下記に☑を記入）
　□　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金浜松市都心賃貸オフィス建設促進事業費補助金交付要綱第１５３条第１項の規定により、市において、申請者の市税の納付又は納入状況について確認することに同意します。
　　　　　　　　　　　　
５　暴力団排除に関する誓約（誓約及び承諾する場合は下記に☑を記入）
□　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金浜松市都心賃貸オフィス建設促進事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項について誓約し、承諾します。
（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。
・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」という。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。）
・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）
・暴力団員等と密接な関係を有する者
・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体
（２）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを承諾します。

【添付書類】
（１）法人登記事項証明書
（２）補助対象ビル（建物）の登記事項証明書
（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第２５４号様式（第２７６条関係）
浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付決定兼確定通知書

　　　　　年　　月　　日付で交付申請のあった補助金について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２５６条第１項の規定に基づき、下記の補助金額を交付することに決定したので通知します。

記
　　　　交付決定兼確定額
	　　
	億
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	
	



なお、要綱第２７６条第２項及び浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）第７条の規定により、次の条件を付すこととする。

条件１　補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。
　　２　補助事業の事業運営・経理・財産管理の状況等を調査し、不適当と認めたときは、交付決定の取り消し若しくは変更又は補助金の返還を命ずる。
　　３　補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
　　４　補助金の交付の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第１８条の２の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。
　　５　補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一部停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。
６　補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を別に定める期間
が経過する前に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、
担保に供し、又は取り壊す場合は、市長の承認を受けなければならない。
７　浜松市補助金交付規則及び要綱を遵守すること









第２６５号様式（第２８７条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　

　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付請求書

　　　　　年　　月　　日付浜　　　第　　号により交付確定した補助金について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２８７条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記
交付請求額
	　　
	億
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	
	




下記口座へ振込みを依頼します。
	金融機関
	銀行
金庫　　　　　　　　　　　　店
農協

	　　　預金種別
	１　普通　　　２　当座　　　３（　　　　　）

	　　　口座番号
	

	　　　口座名義人
	ﾌﾘｶﾞﾅ

	
	




※以下の資料を添付してください。
　　(1) 浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付決定兼確定通知書（第２５４号様式）の写し








第２７６号様式（第２９８条関係）

年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業廃止等届

　補助対象事業を廃止した（又は事業内容の変更により補助要件を満たさなくなった）ため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第２９８条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１　事業所の名称


２　事業所の所在地


３　事業所の開設日　　　　　　　　　年　　月　　日


４　事業所の廃止(予定)日　　　　　　　　　年　　月　　日


５　事業を廃止した（又は補助要件を満たさなくなった）理由













第２８７号様式（第３０２９条関係）
浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付決定取消通知書

　　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号で交付決定した補助金について、下記の　とおり交付決定を取り消したため、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第３０２９条第３項の規定に基づき、通知します。補助金の返還が発生した場合は、別途請求します。

記

１　取り消しの理由




２　交付決定額　　　　　　　　　　　　円





















第２９８号様式（第３０１条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜松市指令　　　第　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金返還命令書

　　　　　年　　月　　日付浜松市指令　　　第　　号で交付決定を取り消した補助金について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第３１０条第３項の規定に基づき、下記のとおり補助金の返還を命ずる。

記
返還を命ずる額
	　　
	億
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	　拾
	円

	金
	
	
	
	
	
	
	
	
	



※1　指定の納入通知書により納付すること。
※2　指定の納入通知書に記載された納期限までに納付すること。納期限を過ぎた場合は、遅延損害金を請求します。


















第３０２９号様式（第３５４条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金財産処分承認申請書

浜松市都心賃貸オフィス建設促進事業費補助金により取得した財産について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第３５４条第３項に基づく財産処分の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

記

１　処分財産の内容
（１）名称
（２）所在地
（３）構造
（４）数量
（５）取得年月日及び経過年数
（６）残存年数
（７）総事業費、補助額及び補助率
（８）その他



２　処分の方法、理由等
（１）処分の方法
（２）処分の理由
（３）財産処分納金額及び算定根拠
（４）処分予定年月日
（５）その他









第３１０号様式（第３５４条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金財産処分承認通知書

令和　年　月　日付けで申請のあった浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金に係る財産処分について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第３５４条第４項の規定に基づき、以下のとおり条件を付して承認します。

記

１1　処分財産の名称

２2　財産処分納付金及び算定根拠

３3　その他　　　　
　　　　　　　　





２　処分の方法、理由等
（１）処分の方法
（２）処分の理由
（３）財産処分納金額及び算定根拠
（４）処分予定年月日
（５）その他















第３２１号様式（第３５４条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金財産処分報告書

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金により取得した財産を処分したので、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第３５４条第５項に基づき、関係書類を添えて報告します。

記

１　処分財産の内容
（１）名称
（２）所在地
（３）構造
（４）数量
（５）取得年月日及び経過年数
（６）残存年数
（７）総事業費、補助額及び補助率
（８）その他



２　処分の方法、理由等
（１）処分の方法
（２）処分の理由
（３）財産処分納金額及び算定根拠
（４）処分予定年月日
（５）その他









第３３２号様式（第３７６条関係）
年　　月　　日
（あて先）浜松市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の署名が難しい場合は、記名押印してください）

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業承継承認申出書

　浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第３７６条第２項の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申し出ます。

記

１　補助事業者
　　承継前　氏名又は名称及び代表者氏名

　　　　　　住所又は所在地

　　承継後　氏名又は名称及び代表者氏名

　　　　　　住所又は所在地

２　承継年月日

３　承継理由




【添付書類】
（１） 浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付決定兼確定通知書（第２５６号様式）又は浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業計画認定通知書（第１６５号様式）の写し
（２） 承継の事実を証する書類
（３） 法人登記事項証明書
（４） 直近３期分の決算報告書、貸借対照表及び損益計算書
（５） 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し







第３４３号様式（第３７６条関係）
浜　　　第　　　号
年　　月　　日
　　様

浜松市長　　　　　　　　　　　㊞　


浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業承継承認通知書

[bookmark: _GoBack]　　　　　年　　月　　日付で申出のあった浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金にかかる補助事業者の地位の承継について、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱第３７６条第３項の規定に基づき、下記のとおり　通知します。

記

１　承認の認否


２　承継後の補助事業者


３　承継年月日


４　承継理由
















